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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第71期
第１四半期
累計期間

第72期
第１四半期
累計期間

第71期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (千円) 6,703,159 8,432,957 51,266,698

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △463,338 △349,671 1,608,087

当期純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) △316,228 △219,091 813,285

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ─ ― ─

資本金 (千円) 1,730,000 1,730,000 1,730,000

発行済株式総数 (株) 19,722,027 19,722,027 19,722,027

純資産額 (千円) 19,190,109 19,990,723 20,321,280

総資産額 (千円) 28,168,945 28,717,912 32,383,924

１株当たり当期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

(円) △16.37 △11.35 42.11

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ─ ― ─

１株当たり配当額 (円) ─ ― 8.00

自己資本比率 (％) 68.1 69.6 62.8

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、損益等からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため記載を

省略しております。

３　第71期第１四半期累計期間及び第72期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。また、第71期の潜在

株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　なお、当社は設備工事業の単一セグメントであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期累計期間におけるわが国の景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況に

あるなかで、このところ上向きの動きが見られるものの、企業収益は増勢が鈍化しております。北海道の

景気については、東日本大震災に伴う下押し圧力が残存しており、住宅投資、設備投資が緩やかに持ち直

している一方で、公共投資は減少傾向、観光は海外観光客を中心に大きく減少するなど、依然として厳し

い状況にあります。こうした経済情勢を背景に建設業界において、官公庁・民間ともに受注環境が著しく

悪化し、価格競争の激化が続くなど、当社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況にあります。

このような環境のなかで、当社は全社をあげて営業活動を強力に展開するとともに、効率的な業務運営

とコスト低減に努めているところです。

当第１四半期累計期間の業績は、受注高１４９億５５百万円（前年同四半期比２１．１％減）、売上高

８４億３２百万円（前年同四半期比２５．８％増）、営業損失４億１２百万円（前年同四半期は５億１

０百万円の営業損失）、経常損失３億４９百万円（前年同四半期は４億６３百万円の経常損失）、四半期

純損失２億１９百万円（前年同四半期は３億１６百万円の四半期純損失）となりました。

なお、当社における第１四半期累計期間の売上高は、例年、年間売上高に対して概ね１５％程度になる

傾向があります。一方、販売費及び一般管理費等の固定費は四半期毎にほぼ等分に発生するため、第１四

半期累計期間においては収支が均衡いたしませんが、今後、逐次均衡に向い、通期においては予想利益を

確保する見通しであります。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は２８７億１７百万円（前事業年度末に比べ３６億６６百万

円の減少）となりました。

主な要因は、売上債権及び仕入債務が減少したことなどによるものであります。これは、当社の売上高

が季節特性により下半期に集中する傾向があり、当第１四半期累計期間の売上高が前事業年度における

第４四半期会計期間の売上高と比べて少ないためであります。　

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間において、特記すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年８月５日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,722,027 19,722,027札幌証券取引所 単元株式数　1,000株

計 19,722,027 19,722,027 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年６月30日 ─ 19,722,027 ─ 1,730,000 ─ 2,364,633

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日である平成23年３月31日の株主名簿により記載し

ております。

　
① 【発行済株式】

平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式
411,000

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式
19,072,000

19,072 ─

単元未満株式 普通株式
239,027

― ─

発行済株式総数 19,722,027 ― ―

総株主の議決権 ― 19,072 ―

(注) １　上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式数」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式

がそれぞれ3,000株(議決権３個)及び400株含まれております。　

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式197株が含まれております。　

　

② 【自己株式等】

平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
北海電気工事株式会社

札幌市白石区菊水
２条１丁目８番21号

411,000 ─ 411,000 2.08

計 ― 411,000 ─ 411,000 2.08

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)の定めるところにより、同規則及び「建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）」に準拠

して作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成23年４月１日から

平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,346,273 4,144,953

受取手形・完成工事未収入金 10,370,230 5,032,789

有価証券 － 505,850

未成工事支出金 1,562,651 2,258,772

材料貯蔵品 615,169 571,259

その他 676,133 796,117

貸倒引当金 △12,510 △4,063

流動資産合計 16,557,947 13,305,679

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,469,904 3,404,789

その他（純額） 3,061,566 2,854,705

有形固定資産合計 6,531,471 6,259,494

無形固定資産 170,551 155,108

投資その他の資産

投資有価証券 7,522,199 7,159,022

その他 1,617,362 1,854,214

貸倒引当金 △15,608 △15,607

投資その他の資産合計 9,123,953 8,997,630

固定資産合計 15,825,976 15,412,233

資産合計 32,383,924 28,717,912

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,386,826 3,094,729

未払法人税等 491,066 11,125

未成工事受入金 102,708 258,948

工事損失引当金 － 13,965

その他 2,083,565 1,341,949

流動負債合計 8,064,167 4,720,718

固定負債

退職給付引当金 3,843,086 3,858,769

役員退職慰労引当金 105,400 98,544

その他 49,990 49,157

固定負債合計 3,998,476 4,006,471

負債合計 12,062,644 8,727,189
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,366,860 2,366,860

利益剰余金 16,034,831 15,661,253

自己株式 △67,033 △67,820

株主資本合計 20,064,659 19,690,293

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 256,620 300,430

評価・換算差額等合計 256,620 300,430

純資産合計 20,321,280 19,990,723

負債純資産合計 32,383,924 28,717,912
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

完成工事高 ※
 6,703,159

※
 8,432,957

完成工事原価 6,825,861 8,431,482

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △122,702 1,475

販売費及び一般管理費 387,916 413,875

営業損失（△） △510,618 △412,400

営業外収益

受取利息 21,288 21,892

その他 28,680 45,192

営業外収益合計 49,969 67,085

営業外費用 2,688 4,355

経常損失（△） △463,338 △349,671

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,914 －

特別利益合計 9,914 －

特別損失

固定資産除却損 4,266 1,414

投資有価証券評価損 82,501 30,939

特別損失合計 86,768 32,354

税引前四半期純損失（△） △540,191 △382,025

法人税等 △223,963 △162,934

四半期純損失（△） △316,228 △219,091
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【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第１四半期累計期間

(自　平成23年４月１日 　至　平成23年６月30日)

税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　
【追加情報】

　

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

　

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

※　当社売上高の季節的変動について

　当社の売上高は、通常の営業形態として上半期に比

べ下半期に完成する工事の割合が大きいため、事業

年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変

動があります。

※　当社売上高の季節的変動について

　同左

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 108,648千円 109,275千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 154,537 8 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

　

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 154,486 8 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

　

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため、記載を省略しており

ます。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

当社は、設備工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当社は、設備工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △16.37円 △11.35円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額（△）(千円) △316,228 △219,091

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額（△）(千円) △316,228 △219,091

普通株式の期中平均株式数(株) 19,316,840 19,309,517

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。

　

　
　
　
　
　
　
　
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成23年８月４日

　

北海電気工事 株式会社

    取  締  役  会　 御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士　　五 十 嵐　　康　　彦　　㊞

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士　　竹　　内　　弘　　雄　　㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北海

電気工事株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第72期事業年度の第１四半期会計期間

(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年６

月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期

財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に

対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、北海電気工事株式会社の平成23年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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